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令和７年９月３日  ９月定例会を開会した。  

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 開議 １０時００分 ―― 

 

○的野信之議長   

ただいまから、令和７年第５回鞍手町議会定例会を開会します。町長より行政報告の申し出があっ

ていますので、これを許可します。町長。 

○岡崎邦博町長  

 議長より発言の許可を頂きましたので、ごみ処理施設整備の経過について、行政報告を行います。  

宮若市外二町じん芥処理施設組合におけるごみ処理施設整備の経過についてご報告を申し上げま

す。 

現在、次期可燃ごみ処理施設の処理方式について、くらじクリーンセンターを改修し、焼却、スト

ーカ方式へ転換することを最終方針として、ごみ処理施設整備基本計画の策定を進めております。  

最終方針につきまして、去る８月５日に本城地区で説明会を開催しております。今後も継続して住

民の皆さまと合意形成を図りながら、施設整備を進めてまいります。  

なお、当該処理方式につきましては、対象経費の１/３が循環型社会形成推進交付金の対象となり

ますが、全国的に既存のＲＤＦ施設を焼却施設に改修した事例は見受けられないため、先進事例とし

て対象経費の１/２が循環型社会形成推進交付金の対象となるよう、去る７月２８日に環境省等への

要望を行ってきております。  

当該方式が先進的であること、また、組合がごみ減量化の取組として検討している、紙おむつリサ

イクルへの取組、廃食用油リサイクルへの取組等と併せて非常に深く理解をしていただいたうえで、

交付率の引き上げに対して必要な事項等をご教示いただいております。今後も引き続き国・県と密に

連携しながら、事業を推進していくこととしております。  

また、次期マテリアルリサイクル施設につきましても、現施設を稼働しながら、同一敷地に建て替

えを行う方針で、ごみ処理施設整備基本計画の策定を進めております。  

去る５月１７日に次期リサイクル施設整備について、泉水区の役員へ説明会を開催しております。

引き続き、住民の皆さまと合意形成を図りながら、施設整備を進めてまいります。  

次期マテリアルリサイクル施設整備につきまして、現施設の敷地を活用するため、施設整備に必要

な用地測量及び縦横断測量等を実施しており、補正予算をいただきました地質調査業務委託につきま

しても、現在、発注の準備をしているところです。  

今後もごみの減量化、リサイクル化を推進しながら、様々な課題について真摯に対応し、より時代

に即した施設整備を進めてまいりたいと考えております。  

議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

○的野信之議長   

以上で行政報告を終わります。 

まず、町長より提出されております、地方独立行政法人 くらて病院令和６年度に係る業務実績に
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関する評価結果の報告、令和６年度決算に係る財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の

報告、令和６年度鞍手町一般会計継続費精算報告書、鞍手町まち・ひと・しごと創生総合戦略令和６

年度報告書、鞍手町国土強靭化地域計画、令和７年８月９日からの大雨に関する報告及び、監査より

提出されております、例月現金出納検査報告書をお手元に送信していますのでご確認下さい。 

これより日程に入ります。日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において５番議員 野口美恵子議員 

及び６番議員 新谷留晴議員を指名します。 

 次に、日程第２、会期の決定を議題とします。今期定例会の会期は、本日から１８日までの１６日

間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から１８日までの１６日間に決定しました。 

○的野信之議長   

次に、日程第３、人権擁護委員 候補者の推薦に関する協議を議題とします。送信しています資料

のとおり議会の意見を求められています。 

これから質疑を行います。人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について、質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については、会議規則第三十八条第三項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については、委員会付託を

省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。人権擁護委員 候補者の推薦に関する協議について、討論は、ありませ

んか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について、原案を適当と認め、

原案通り決定し、通知することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって原案を適当と認めることに決定しました。 

 次に進みます。日程第４、議案第４７号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長   

日程第４、議案第４７号につきまして提案説明を申し上げます。 日程第４、議案第４７号は、鞍手

町教育委員会委員の任命であります。 本議案は、現鞍手町教育委員会委員の都甲千恵子氏の任期が

令和７年１０月６日をもって満了することに伴い、後任に川上美恵子氏を新たに任命することについ

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるも

のであります。なお、委員の任期は、令和７年１０月７日から令和１１年１０月６日までの４年間で

あり、別紙で略歴書を添付しておりますので、ご参照ください。 

以上が、日程第４、議案第４７号の提案説明であります。ご審議の上、ご同意のほど、よろしくお願

いいたします。 

○的野信之議長   

 これから質疑を行います。議案第４７号について質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。お諮りします。議案第４７号については、会議規

則第３８条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第４７号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。これから討論を行います。議案第４７号について、討論は、ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。議案第４７号、鞍手町

教育委員会 委員の任命を採決します。教育委員会 委員に川上 美恵子氏の任命に同意することに賛

成の方は挙手を願います。 

 

（「挙手」多数あり） 

 

挙手多数です。よって、議案第４７号は同意することに決定しました。 

 

―― 休憩 １０時１１分 ―― 
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～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 再開 １０時１３分 ―― 

 

 ○的野信之議長 

 会議を再開します。日程第５ 議案第４８号及び日程第６ 議案第４９号の２件を一括して議題と

します。提案理由の説明を求めます。 

○岡崎邦博町長  

日程第５、議案第４８号及び日程第６、議案第４９号の２件につきまして、一括して提案説明を申

し上げます。  

日程第５、議案第４８号は、鞍手町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例であります。 

本議案は、最近における物価の変動等に鑑み、選挙公営に係る公費負担限度額の引き上げ等を内容

とする、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、鞍手町議会議員及び長の

選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部について所要の改正を行うものであります。 

次に、日程第６、議案第４９号は、鞍手町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例であります。本議案は、国が進める自治体情報システムの標準化・共通化に伴うシステム移行に

より、住登外者の登録、管理を一元的に行う機能を扱う事務については、マイナンバーの独自利用を

行う事務等として条例に定める必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 

以上が、日程第５、議案第４８号及び日程第６、議案第４９号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長   

本案に対する質疑は後日行います。次に日程第７、議案第５０号から日程第１０、議案第５３号ま

での４件を一括して議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長   

日程第７、議案第５０号から日程第１０、議案第５３号までの４件につきまして、一括して提案説

明を申し上げます。 

日程第７ 議案第５０号は令和７年度鞍手町一般会計補正予算第３号であります。 

本補正予算の主なものを申し上げますと、歳出では、２款総務費のふるさと納税推進費において、

ふるさと納税制度を活用し、具体的な事業を示して寄附を募るクラウドファンディング型ふるさと納

税、ＧＣＦを実施するため、返礼品等に要する経費及びふるさと応援基金への積立金として 

３，６１４万２千円を追加しております。 

同じく２款総務費で、デジタル活用支援事業費において、標準化・共通化システムへの切り替えに

合わせて、国が指定する事業者が運営するガバメントクラウド環境への移行が必要となるため、その

サービスの利用に必要となる経費として、２，０３１万２千円を追加しております。 

また、財政調整基金費において、令和６年度に町有地の売り払い収入があったことから、その同額

を公共施設等整備基金に積み立てるため、９３７万円を追加しております。 
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次に３款民生費では、障害者福祉総務費において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律の改正に伴い、令和７年１０月から新たな障害福祉サービスとして、障がい者本人が

就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希

望、就労能力や適性等に合った選択を支援する就労選択支援が創設されることから、システム改修等

業務委託料として、１６万５千円を追加しております。 

次に４款衛生費では、くらて病院運営費において、令和７年度の普通交付税の算定で、公立病院等

の経営状況を踏まえた算定として、１病床あたりの単価が４万円の増となる７６万円に見直されたこ

となどから、１，１１７万８千円を追加しております。 

次に６款農林水産業費では、農地の大区画化・集約化推進事業費において、担い手の経営規模の拡

大及び農作業の効率化を図るため、農地の畦畔除去などの簡易整備事業について、３０５万円を追加

しております 

次に７款商工費では、中小企業振興事業費において、ふるさと応援寄附金活用補助金として２，３

８５万７千円を追加しております。これは、ふるさと納税制度を活用し、具体的な事業を示して寄附

を募るクラウドファンディング型ふるさと納税、ＧＣＦを実施するため、鞍手町ふるさと応援寄附金

活用補助金事業の公募を行ったところ、町内でうなぎの加工場を操業している事業者から養鰻場設置

に係る申請があり、審査した結果、当該補助金の対象事業として承認しましたので、町がその承認事

業についてクラウドファンディングを実施し、補助金として交付するものであります。なお、鞍手町

ふるさと応援寄附金活用補助金については、寄附を受けた寄附額の１０分の４を補助金額として定め

ております。また、観光振興費において、クラウドファンディング型ふるさと納税により寄附をして

いただいた寄附者に対する関係強化のためのシティプロモーションを実施するための経費として、１

６１万７千円を追加しております。 

次に１０款教育費では、小学校統合事業費において、剣南小学校が仮設校舎へ移転し、体育の授業

を町民グラウンドで行うことから、屋外で使用する体育用具を保管するための倉庫について、統合小

学校の建設地から移設するための経費として５０万８千円を追加しております。 

また、歴史民俗博物館教育普及事業費において、歴史民俗博物館がリニューアルオープンしたこと

により、来館者が大幅に増加したため、施設整備に合わせて作成したパンフレットが不足しているこ

とから、パンフレットを増刷するための経費として、６８万２千円を追加しております。 

さらに、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした事業として、物価高騰の影響

を受けている子育て世帯の負担軽減を図るため、学校給食費の減免措置を、令和８年１月から３回分

実施するため、学校給食減免措置費で、１，４９０万３千円を追加しております。 

次に１１款災害復旧費では、本年８月９日からの大雨の影響により、八久保池の法面や流入水路、

椿谷池の法面、新北区内の田の法面や水路などで被害が確認されていることから、災害復旧に係る工

事費として、農林施設災害復旧費で６００万５千円を追加し、また、新延・古門線の道路法面や、中

山本村区内の里道の路肩、新延線の路肩などで被害が確認されていることから、災害復旧に係る工事

費として、公共土木施設災害復旧費で４６４万９千円を追加しております。 

その他、給与費全般において、本年の人事異動に伴う補正を行っております。 

一方、歳入では、１１款 地方交付税で普通交付税が決定されたことから所要の補正を行うほか、歳
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出予算の補正に関連して、１５款国庫支出金や１６款県支出金で所要の補正を行っております。 

また、１８款寄附金では、一般寄附金において、福祉や文化事業に役立ててほしいとの思いから寄附

をいただいたことから、所要の補正を行うほか、ふるさと寄附金において所要の補正を行っておりま

す。 

さらに、２０款繰越金では、令和６年度決算に伴う繰越金の追加をしております。 

そして、これらの要因により財源に剰余が生じましたので、財政調整基金繰入金を減額し、歳入歳

出予算を調整しております。その結果、歳入歳出それぞれ１億３，６８１万９千円を追加し、予算総

額を歳入歳出それぞれ１０７億７，９０４万９千円としております。 

次に、日程第８、議案第５１号は、令和７年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号で

あります。本補正予算の主なものを申し上げますと、歳出では、９款諸支出金で保険給付費等交付金

償還金４，４７９万７千円の追加及び、くらて病院運営費交付金７７５万円を新規に計上しておりま

す。また、７款基金積立金で財政調整基金積立金を、５，１７６万７千円を追加し、歳入歳出予算を

調整しております。 

一方、歳入では４款県支出金で、特別交付金７７５万円を追加するほか、８款繰越金では、令和６

年度決算に伴う繰越金１億２９９万１千円の追加を行っております。そして、これらの要因により財

源に剰余が生じましたので、財政調整基金繰入金を減額しております。 

その結果、歳入歳出それぞれ１億５１５万６千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ２０億７，

３１４万７千円としております。 

次に、日程第９議案第５２号は、令和７年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号であり

ます。本補正予算の主なものを申し上げますと、歳出では２款後期高齢者医療広域連合納付金で、保

険料等負担金３５万円の減額及び３款諸支出金で一般会計繰出金１１４万５千円を追加しておりま

す。 

一方、歳入では令和６年度決算に伴い、１款後期高齢者医療保険料の滞納繰越分３８万７千円の減

額及び５款繰越金の前年度繰越金４３万６千円及び６款諸収入事務費負担金返還金９１万円を追加

するなど所要の補正を行い、歳入歳出予算を調整しております。 

その結果、歳入歳出それぞれ７９万５千円を追加して、予算総額を、歳入歳出それぞれ３億７，２

７０万９千円としております。 

次に、日程第１０、議案第５３号は、令和７年度鞍手町住宅新築資金等特別会計補正予算第１号で

あります。本補正予算は、借受人１名より貸付金について一括償還があったこと等により、歳入歳出

それぞれ３３４万２千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ４４４万４千円としております。 

以上が、日程第７、議案第５０号から日程第１０、議案第５３号までの提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長   

本案に対する質疑は後日行います。次に日程第１１、議案第５４号から日程第１９、議案第６２号

までの９件を一括して議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長   

 日程第１１、議案第５４号から日程第１９、議案第６２号までの９件につきましては、令和６年度
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の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算認定、並びに公営企業会計の決算認定であります。一括し

て提案説明を申し上げます。 

日程第１１、議案第５４号は、令和６年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定であります。 

歳入歳出決算額は、歳入総額１２４億３，１１８万５，７７０円、歳出総額１２３億４，２４９万６，

０９８円、差引額８，８６８万９，６７２円となっており、この差引額から翌年度へ繰り越すべき財

源７０万４，０００円を差し引いた実質収支額は、８，７９８万５，６７２円となっております。な

お、鞍手町財政調整基金条例第２条第２号の規定により、決算上生じた剰余金の２分の１を下らない

範囲で、基金へ積み立てることとされておりますので、実質収支額のうち５，０００万円を財政調整

基金へ積み立てております。 

次に、日程第１２、議案第５５号は、令和６年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定であります。歳入歳出決算額は、歳入総額１９億２，８０３万７，６４８円、歳出総額１８億２，

５０４万５，００５円、差引額と実質収支額は、１億２９９万２，６４３円となっております。 

次に、日程第１３、議案第５６号は、令和６年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計歳入

歳出決算認定であります。歳入歳出決算額は、歳入総額４，４９０万５，８４８円、歳出総額４，４

９０万５，８４８円、差引額と実質収支額は０円となっております。 

次に、日程第１４、議案第５７号は、令和６年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

であります。歳入歳出決算額は、歳入総額３億４，８４３万１，７７３円、歳出総額３億４，６９７

万５，０３４円、差引額と実質収支額は、１４５万６，７３９円となっています。 

次に、日程第１５、議案第５８号は、令和６年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定

であります。歳入歳出決算額は、歳入総額２５万７，０００円、歳出総額２５万７，０００円、 

差引額と実質収支額は、０円となっております。 

次に、日程第１６、議案第５９号は、令和６年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営

費特別会計歳入歳出決算認定であります。歳入歳出決算額は、歳入総額９７８万３，３１９円、歳出

総額９７８万３，３１９円、差引額と実質収支額は、０円となっております。 

次に、日程第１７議案第６０号は、令和６年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計歳入

歳出決算認定であります。歳入歳出決算額は、歳入総額３億９，６４８万６，１５３円、歳出総額３

億９，６４８万６，１５３円、差引額と実質収支額は、０円となっております。 

次に、日程第１８、議案第６１号は、令和６年度鞍手町水道事業会計決算認定であります。 

予算第３条に定めた、収益的収入及び支出では、収益的収入が３億４，３７５万１，０８５円、 

収益的支出が３億４，１１７万６，４９７円となり、損益計算におきまして当年度純損失が、２６８

万９７３円となっております。 

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出では、資本的収入が０円、資本的支出が１億１，２

９６万７，２８０円となり、差し引き１億１，２９６万７，２８０円の資金不足となりますが、当年

度分までの損益勘定留保資金等で同額補填しております。 

次に、日程第１９、議案第６２号は、令和６年度鞍手町下水道事業会計決算認定であります。 

予算第３条に定めた、収益的収入及び支出では、収益的収入が４億３，３２８万７，７５２円、 

収益的支出が４億３，８９５万７，８９６円となり、損益計算におきまして当年度純損失が、２，１
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０４万９，２９２円となっております。 

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出では、資本的収入が４億４，１２１万１，４００円、

資本的支出が５億８，９１２万７，７７９円となり、差し引き１億４，７９１万６，３７９円の資金

不足となりますが、当年度分までの損益勘定留保資金等で同額補填しております。 

以上が、日程第１１、議案第５４号から日程第１９、議案第６２号までの提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長   

本案に対する質疑は後日行います。次に日程第２０、議案第６３号を議題とします。提案理由の説

明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長 

 日程第２０、議案第６３号につきまして、提案説明を申し上げます。 

日程第２０、議案第６３号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和７年度固定資産税

の課税免除であります。本議案は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例の規定に基づく、令和７年度

分の固定資産税の課税免除申請が、企業４社から提出されましたので、課税免除措置を講じるもので

あります。以上が、日程第２０、議案第６３号の提案説明であります。ご審議の上、ご協賛のほど、

よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長   

本案に対する質疑は後日行います。この際、休会についてお諮りします。明日４日から７日までの

４日間を休会にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって明日４日から７日までの４日間を休会とすることに決定しました。以

上をもって本日の日程は全部終了しました。本日はこれをもって散会します。 

 

―― 閉会１０時３７分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 


